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議 案 第 1 号

令和 4 年度世田谷区一般会計予算

令和 4年度世田谷区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の総額及び区分）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 333,633,706千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 2条 地方自治法第 214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2表債務負担行為」

による。

（地方債）

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率

及び償還の方法は、「第 3表特別区債」による。

（一時借入金）

第 4条 地方自治法第 235条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000 千円と定める。

令和 4年 2月 21日提出

世田谷区長 保 坂 展 人
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（単位：千円）

款 項 金 額

10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 82,000

01 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 82,000

11 分 担 金 及 負 担 金 2,877,814

01 負 担 金 2,877,814

12 使 用 料 及 手 数 料 6,534,669

01 使 用 料 5,143,532

02 手 数 料 1,391,137

13 国 庫 支 出 金 55,416,836

01 国 庫 負 担 金 46,293,678

02 国 庫 補 助 金 9,111,948

03 国 庫 委 託 金 11,210

14 都 支 出 金 30,594,069

01 都 負 担 金 14,090,200

02 都 補 助 金 13,743,820

03 都 委 託 金 2,760,049

15 財 産 収 入 1,991,646

01 財 産 運 用 収 入 575,480

02 財 産 売 払 収 入 1,416,166

16 寄 附 金 126,100

01 寄 附 金 126,100

17 繰 入 金 7,242,295

01 基 金 繰 入 金 7,035,233

02 特 別 会 計 繰 入 金 207,062
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（単位：千円）

第 1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

01 特 別 区 税 127,287,301

01 特 別 区 民 税 122,724,000

02 軽 自 動 車 税 351,126

06 特 別 区 た ば こ 税 4,206,000

07 入 湯 税 6,175

02 地 方 譲 与 税 1,318,000

02 自 動 車 重 量 譲 与 税 917,000

04 地 方 揮 発 油 譲 与 税 307,000

05 森 林 環 境 譲 与 税 94,000

03 利 子 割 交 付 金 292,000

01 利 子 割 交 付 金 292,000

04 配 当 割 交 付 金 2,209,000

01 配 当 割 交 付 金 2,209,000

05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 2,515,000

01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 2,515,000

06 地 方 消 費 税 交 付 金 19,293,000

01 地 方 消 費 税 交 付 金 19,293,000

08 地 方 特 例 交 付 金 532,000

01 地 方 特 例 交 付 金 532,000

09 特 別 区 交 付 金 60,393,000

01 特 別 区 財 政 調 整 交 付 金 60,393,000

4

款 項 金　　　　　額

01　特 別 区 税 133,058,342

01　特 別 区 民 税 128,371,393

02　軽 自 動 車 税 367,847

06　特 別 区 た ば こ 税 4,307,026

07　入 湯 税 12,076

02　地 方 譲 与 税 1,326,000

02　自 動 車 重 量 譲 与 税 932,000

04　地 方 揮 発 油 譲 与 税 294,000

05　森 林 環 境 譲 与 税 100,000

03　利 子 割 交 付 金 423,000

01　利 子 割 交 付 金 423,000

04　配 当 割 交 付 金 2,408,000

01　配 当 割 交 付 金 2,408,000

05　株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 2,331,000

01　 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 2,331,000

06　地 方 消 費 税 交 付 金 22,994,000

01　地 方 消 費 税 交 付 金 22,994,000

08　地 方 特 例 交 付 金 479,000

01　地 方 特 例 交 付 金 479,000

09　特 別 区 交 付 金 67,791,000

01　特 別 区 財 政 調 整 交 付 金 67,791,000

　第 1表　歳入歳出予算

　　歳　　　入

款 項 金　　　　　　額

4

（単位：千円）
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第 1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

01 特 別 区 税 127,287,301

01 特 別 区 民 税 122,724,000

02 軽 自 動 車 税 351,126

06 特 別 区 た ば こ 税 4,206,000
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款 項 金　　　　　額

10　交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 81,000

01　交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 81,000

11　分 担 金 及 負 担 金 2,933,942

01　負 担 金 2,933,942

12　使 用 料 及 手 数 料 6,554,751

01　使 用 料 5,181,314

02　手 数 料 1,373,437

13　国 庫 支 出 金 55,985,385

01　国 庫 負 担 金 46,313,499

02　国 庫 補 助 金 9,658,326

03　国 庫 委 託 金 13,560

14　都 支 出 金 32,528,178

01　都 負 担 金 14,501,075

02　都 補 助 金 15,515,444

03　都 委 託 金 2,511,659

15　財 産 収 入 1,156,996

01　財 産 運 用 収 入 593,849

02　財 産 売 払 収 入 563,147

16　寄 附 金 400,000

01　寄 附 金 400,000

17　繰 入 金 13,798,343

01　基 金 繰 入 金 13,583,508

02　特 別 会 計 繰 入 金 214,835
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（単位：千円）

歳 出

款 項 金 額

01 議 会 費 720,022

01 議 会 費 720,022

02 総 務 費 29,855,328

01 総 務 管 理 費 16,654,188

02 徴 税 費 1,063,153

03 区 民 費 11,205,273

04 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 548,081

05 統 計 調 査 費 11,897

07 選 挙 費 362,769

08 監 査 委 員 費 9,967

03 民 生 費 151,796,163

01 社 会 福 祉 費 62,953,909

02 児 童 福 祉 費 67,170,557

03 生 活 保 護 費 21,671,697

04 環 境 費 11,434,220

02 環 境 費 664,400

03 清 掃 費 10,769,820

05 衛 生 費 12,329,097

01 衛 生 管 理 費 2,929,108

02 保 健 所 費 262,398

03 公 衆 衛 生 費 9,045,639

7 

（単位：千円）

款 項 金 額

18 繰 越 金 1 

01 繰 越 金 1 

19 諸 収 入 11,328,975

01 延 滞 金 加 算 金 及 過 料 246,019

02 特 別 区 預 金 利 子 144

03 貸 付 金 元 利 収 入 3,760,736

04 受 託 事 業 収 入 1,638,503

05 収 益 事 業 収 入 500,000

06 雑 入 5,183,573

20 特 別 区 債 3,270,000

01 特 別 区 債 3,270,000

21 環 境 性 能 割 交 付 金 330,000

01 環 境 性 能 割 交 付 金 330,000

歳 入 合 計 333,633,706
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款 項 金　　　　　額

18　繰 越 金 1

01　繰 越 金 1

19　諸 収 入 11,553,634

01　延 滞 金 加 算 金 及 過 料 153,123

02　特 別 区 預 金 利 子 176

03　貸 付 金 元 利 収 入 3,350,783

04　受 託 事 業 収 入 1,624,318

05　収 益 事 業 収 入 600,000

06　雑 入 5,825,234

20　特 別 区 債 5,783,000

01　特 別 区 債 5,783,000

21　環 境 性 能 割 交 付 金 401,000

01　環 境 性 能 割 交 付 金 401,000

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 361,986,572

6

（単位：千円）

歳 出

款 項 金 額

01 議 会 費 720,022

01 議 会 費 720,022

02 総 務 費 29,855,328

01 総 務 管 理 費 16,654,188

02 徴 税 費 1,063,153

03 区 民 費 11,205,273

04 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 548,081

05 統 計 調 査 費 11,897

07 選 挙 費 362,769

08 監 査 委 員 費 9,967

03 民 生 費 151,796,163

01 社 会 福 祉 費 62,953,909

02 児 童 福 祉 費 67,170,557

03 生 活 保 護 費 21,671,697

04 環 境 費 11,434,220

02 環 境 費 664,400

03 清 掃 費 10,769,820

05 衛 生 費 12,329,097

01 衛 生 管 理 費 2,929,108

02 保 健 所 費 262,398

03 公 衆 衛 生 費 9,045,639
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（単位：千円）

款 項 金 額

18 繰 越 金 1 

01 繰 越 金 1 

19 諸 収 入 11,328,975

01 延 滞 金 加 算 金 及 過 料 246,019

02 特 別 区 預 金 利 子 144

03 貸 付 金 元 利 収 入 3,760,736

04 受 託 事 業 収 入 1,638,503

05 収 益 事 業 収 入 500,000

06 雑 入 5,183,573

20 特 別 区 債 3,270,000

01 特 別 区 債 3,270,000

21 環 境 性 能 割 交 付 金 330,000

01 環 境 性 能 割 交 付 金 330,000

歳 入 合 計 333,633,706

6

款 項 金　　　　　額

01　議 会 費 742,398

01　議 会 費 742,398

02　総 務 費 42,679,398

01　総 務 管 理 費 26,610,886

02　徴 税 費 1,097,514

03　区 民 費 13,795,302

04　戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 686,810

05　統 計 調 査 費 28,293

07　選 挙 費 450,633

08　監 査 委 員 費 9,960

03　民 生 費 155,644,601

01　社 会 福 祉 費 66,321,347

02　児 童 福 祉 費 67,558,939

03　生 活 保 護 費 21,764,315

04　環 境 費 12,150,107

02　環 境 費 760,052

03　清 掃 費 11,390,055

05　衛 生 費 13,195,469

01　衛 生 管 理 費 2,653,094

02　保 健 所 費 268,239

03　公 衆 衛 生 費 10,181,874

04　環 境 衛 生 費 92,262

　　歳　　　出

款 項 金　　　　　額
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（単位：千円）

款 項 金 額

12 予 備 費 300,000

01 予 備 費 300,000

歳 出 合 計 333,633,706
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（単位：千円）

款 項 金 額

04 環 境 衛 生 費 91,952

06 産 業 経 済 費 2,370,964

01 商 工 費 2,220,504

02 農 業 費 150,460

07 土 木 費 30,382,445

01 土 木 管 理 費 179,095

02 道 路 橋 梁 費 13,233,929

03 河 川 費 349,880

04 公 園 費 6,686,707

05 建 築 費 2,050,079

06 都 市 計 画 費 7,882,755

08 教 育 費 25,430,771

01 教 育 総 務 費 6,264,122

02 小 学 校 費 10,785,217

03 中 学 校 費 5,462,075

04 校 外 施 設 費 194,668

05 幼 稚 園 費 150,403

06 社 会 教 育 費 2,574,286

09 職 員 費 57,474,023

01 職 員 費 57,474,023

10 公 債 費 11,473,409

01 公 債 費 11,473,409

11 諸 支 出 金 67,264

01 財 政 積 立 金 67,264

8

款 項 金　　　　　額

06　産 業 経 済 費 2,595,783

01　商 工 費 2,402,935

02　農 業 費 192,848

07　土 木 費 32,046,256

01　土 木 管 理 費 114,290

02　道 路 橋 梁 費 13,862,364

03　河 川 費 432,491

04　公 園 費 8,605,893

05　建 築 費 2,041,331

06　都 市 計 画 費 6,989,887

08　教 育 費 33,783,543

01　教 育 総 務 費 9,375,211

02　小 学 校 費 14,428,408

03　中 学 校 費 6,175,931

04　校 外 施 設 費 273,904

05　幼 稚 園 費 174,080

06　社 会 教 育 費 3,356,009

09　職 員 費 56,985,363

01　職 員 費 56,985,363

10　公 債 費 11,086,572

01　公 債 費 11,086,572

11　諸 支 出 金 77,082

01　財 政 積 立 金 77,082

8

（単位：千円）

款 項 金 額

12 予 備 費 300,000

01 予 備 費 300,000

歳 出 合 計 333,633,706

9 

（単位：千円）

款 項 金 額

04 環 境 衛 生 費 91,952

06 産 業 経 済 費 2,370,964

01 商 工 費 2,220,504

02 農 業 費 150,460

07 土 木 費 30,382,445

01 土 木 管 理 費 179,095

02 道 路 橋 梁 費 13,233,929

03 河 川 費 349,880

04 公 園 費 6,686,707

05 建 築 費 2,050,079

06 都 市 計 画 費 7,882,755

08 教 育 費 25,430,771

01 教 育 総 務 費 6,264,122

02 小 学 校 費 10,785,217

03 中 学 校 費 5,462,075

04 校 外 施 設 費 194,668

05 幼 稚 園 費 150,403

06 社 会 教 育 費 2,574,286

09 職 員 費 57,474,023

01 職 員 費 57,474,023

10 公 債 費 11,473,409

01 公 債 費 11,473,409

11 諸 支 出 金 67,264

01 財 政 積 立 金 67,264

8

款 項 金　　　　　額

12　予 備 費 1,000,000

01　予 備 費 1,000,000

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 361,986,572
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（単位：千円）

第 2表　債務負担行為

事　　　　　　項 期　　　　　　間 限　　　度　　　額

北沢区民会館ホール調光装置改修事業 令和 6年度 1,690

深沢区民センター受変電設備改修事業 令和 6年度 24,000 

祖師谷まちづくりセンターエレベータ改修

事業
令和 5年度～令和 6年度 23,000

世田谷文化生活情報センター舞台機構設備改修

事業
令和 6年度 108,000 

世田谷文化生活情報センターエレベータ改修

事業
令和 5年度〜令和 6年度 105,460

大蔵運動場温水プール受変電設備改修事業 令和 6年度 8,196 

千歳温水プール設備改修事業 令和 6年度 164,000 

下馬福祉工房エレベータ改修事業 令和 5年度～令和 6年度 14,130 

一時保護所エレベータ改修事業 令和 6年度 32,890 

教育会館エレベータ改修事業 令和 6年度 13,930 

教育会館受変電設備改修事業 令和 6年度 3,800 

桜小学校給食室改修事業 令和 6年度 145,150 

東深沢小学校給食室改修事業 令和 6年度 125,540 

千歳小学校給食室改修事業 令和 6年度 86,262 

桜丘中学校給食室改修事業 令和 6年度 122,920 

玉川中学校エレベータ改修事業 令和 5年度～令和 6年度 24,279

狭あい道路拡幅整備事業 令和 5年度～令和 6年度 107,379

10

（単位：千円）

事　　　　　　項 期　　　　　　間 限　　　度　　　額

公共下水道枝線建設事業 令和 5年度～令和 6年度 150,000 

路面改良事業 令和 5年度～令和 6年度 500,000 

雨水貯留浸透施設整備事業 令和 5年度～令和 6年度 220,000 

歩道整備事業 令和 5年度～令和 6年度 300,000 

世田谷区役所通り電線共同溝整備事業 令和 6年度～令和 7年度 379,781

二子玉川公園用地買収事業に伴う移転補償 令和 5年度～令和 7年度 100,000 

道路用地買収事業に伴う移転補償 令和 5年度～令和 7年度 400,000 

京王線街づくり側道整備事業 令和 6年度～令和 12 年度 1,142,351 

瀬田小学校改築事業 令和 6年度～令和 7年度 3,983,358 

梅丘図書館改築事業 令和 6年度～令和 7年度 1,287,540 

中小企業振興事業資金等融資あっ旋に伴う

金融機関に対する利子補給
令和 6年度～令和 15 年度

世田谷区中小企業振興事業資金融資

あっせん要綱等に基づき、協力金融機

関が貸付けをした元金残高に対し、同

要綱に基づく利子補給利率を乗じた利

子に相当する額

小規模企業者景気対策緊急資金融資あっ旋に

伴う金融機関に対する損失補償
令和 5年度～令和 10 年度

世田谷区が区内小規模企業者に協力金

融機関より融資をあっ旋する貸出元金

及び利子相当額

がん先進医療費融資制度に対する利子補給 令和 6年度～令和 14 年度

協力金融機関から借り受けたがんの先

進医療に係る医療費について、支払っ

た利子に相当する額

世田谷区土地開発公社からの用地取得費 令和 5年度～令和 10 年度
世田谷区が世田谷区土地開発公社から

取得する用地費

世田谷区土地開発公社に対する債務保証

（用地先行取得）
令和 5年度～令和 10 年度

世田谷区土地開発公社が協調融資団か

ら借入れる事業資金 300 億円及び利子

相当額

小学校普通教室等エアコン賃借 令和 5年度～令和 20 年度 2,433,811 

中学校普通教室等エアコン賃借 令和 5年度～令和 20 年度 1,043,062 
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（単位：千円）

第 3表 特別区債

起 債 目 的 起債限度額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

　地方債証券発行ま
たは証書借入の方法
で政府その他により
起債する。
　証券発行の場合に
おいて発行価格が額
面金額を下回るとき
は、それぞれの発行
価格差減額を埋める
ために必要な金額を
限度額に加算した金
額を限度額とする。
　なお、当該年度に
おいて未発行のもの
がある場合には、翌
年度において繰越発
行できる。

年5.0％以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方公
共団体金融機構資金
等について、利率の
見直し行った後にお
いては、当該見直し
後の利率）

　起債のときより据
置期間を含めて30年
以内に元利均等、元
金均等、満期一括そ
の他の方法により償
還する。
　ただし、財政の都
合その他によっては
繰上償還することが
できる。

本庁舎等整備事業 1,330,000

公園用地買収事業 750,000

連続立体化事業 390,000

教育施設整備事業 800,000

合 計 3,270,000

13

（単位：千円）

事　　　　　　項 期　　　　　　間 限　　　度　　　額

中里地区会館改修に係る実施設計 令和 6年度 2,000 

玉川台区民センター改修に係る実施設計 令和 6年度 15,405 

八幡山区民集会所改修に係る実施設計 令和 6年度 2,100 

障害者休養ホームひまわり荘改修に係る実施

設計
令和 6年度 7,121 

ほほえみ経堂改修に係る実施設計 令和 6年度 2,800 

岡本福祉作業ホーム改修に係る実施設計 令和 6年度 11,887 

大蔵二丁目複合型子ども支援センター改修に

係る実施設計
令和 6年度 12,880 

南桜丘保育園改修に係る実施設計 令和 6年度 8,801 

南八幡山保育園改修に係る実施設計 令和 6年度 5,390

多摩川玉堤広場管理棟改修に係る実施設計 令和 6年度 4,541

玉川土木公園管理事務所改修に係る実施設計 令和 6年度 2,800

玉川中学校温水プール改修に係る実施設計 令和 6年度 8,400

奥沢中学校改築に係る基本設計 令和 6年度 68,600

自治体情報システムの標準化・共通化に伴う

システム移行事業（第 1期移行分）
令和 6年度 1,625,025

旧下馬地区会館敷地における筆界特定及び測量 令和 6年度 693

池之上小学校改築に係る什器の購入 令和 5年度～令和 6年度 136,644

自治体情報システム間における連携基盤の

構築業務
令和 6年度～令和 7年度 447,394

梅丘図書館改築に係る図書の保管・運搬 令和 6年度～令和 7年度 13,805

12

（単位：千円）

第 3 表 特別区債

起 債 目 的 起債限度額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

　地方債証券発行ま
たは証書借入の方法
で政府その他により
起債する。
　証券発行の場合に
おいて発行価格が額
面金額を下回るとき
は、それぞれの発行
価格差減額を埋める
ために必要な金額を
限度額に加算した金
額を限度額とする。
　なお、当該年度に
おいて未発行のもの
がある場合には、翌
年度において繰越発
行できる。

年5.0％以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方公
共団体金融機構資金
等について、利率の
見直し行った後にお
いては、当該見直し
後の利率）

　起債のときより据
置期間を含めて30年
以内に元利均等、元
金均等、満期一括そ
の他の方法により償
還する。
　ただし、財政の都
合その他によっては
繰上償還することが
できる。

本庁舎等整備事業 1,330,000

公園用地買収事業 750,000

連続立体化事業 390,000

教育施設整備事業 800,000

合 計 3,270,000

13

　第 3表　特別区債

起　債　目　的 起債限度額 起 債 の 方 法 利　　　　　率 償 還 の 方 法

本庁舎等整備事業 2,300,000

　地方債証券発行ま
たは証書借入の方法
で政府その他により
起債する。
　証券発行の場合に
おいて発行価格が額
面金額を下回るとき
は、それぞれの発行
価格差減額を埋める
ために必要な金額を
限度額に加算した金
額を限度額とする。
　なお、当該年度に
おいて未発行のもの
がある場合には、翌
年度において繰越発
行できる。

年5.0％以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方公
共団体金融機構資金
等について、利率の
見直しを行った後に
おいては、当該見直
し後の利率）

　起債のときより据
置期間を含めて 30
年以内に元利均等、
元金均等、満期一括
その他の方法により
償還する。
　ただし、財政の都
合その他によっては
繰上償還することが
できる。

公園用地買収事業 1,133,000

連続立体化事業 438,000

教育施設整備事業 1,912,000

合　　　 　　計 5,783,000
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議 案 第 2 号

令和 4年度世田谷区国民健康保険事業会計予算

令和 4年度世田谷区国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の総額及び区分）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 82,369,476千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第 2条 地方自治法第 235条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3条 地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

「保険給付費」の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。

令和 4年 2月 21日提出

世田谷区長 保 坂 展 人
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議 案 第 2 号

令和 4年度世田谷区国民健康保険事業会計予算

令和 4年度世田谷区国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の総額及び区分）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 82,369,476千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第 2条 地方自治法第 235条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3条 地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

「保険給付費」の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。

令和 4年 2月 21日提出

世田谷区長 保 坂 展 人
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（単位：千円）

歳 出

款 項 金 額

21 総 務 費 412,209

01 総 務 管 理 費 412,209

22 保 険 給 付 費 48,977,672

01 療 養 諸 費 43,127,225

02 高 額 療 養 費 5,517,264

03 出 産 育 児 費 218,510

04 葬 祭 費 50,960

06 移 送 費 310

07 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金 60,703

08 傷 病 手 当 金 2,700

24 共 同 事 業 拠 出 金 7 

01 共 同 事 業 拠 出 金 7 

25 保 健 事 業 費 900,240

02 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 900,240

26 職 員 費 720,495

01 職 員 費 720,495

27 諸 支 出 金 203,913

02 公 債 費 1 

03 償 還 金 及 還 付 加 算 金 203,912

32 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 31,124,940

01 医 療 給 付 費 分 21,321,180

19

（単位：千円）

第 1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

21 国 民 健 康 保 険 料 25,097,233

01 国 民 健 康 保 険 料 25,097,233

22 一 部 負 担 金 4 

01 一 部 負 担 金 4 

23 使 用 料 及 手 数 料 75

01 手 数 料 75

26 都 支 出 金 49,076,219

02 都 補 助 金 49,076,219

27 繰 入 金 8,139,532

01 一 般 会 計 繰 入 金 8,139,532

28 繰 越 金 1 

01 繰 越 金 1 

29 諸 収 入 56,412

01 延 滞 金 加 算 金 及 過 料 20,004

02 特 別 区 預 金 利 子 1 

03 雑 入 36,407

歳 入 合 計 82,369,476
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（単位：千円）

歳 出

款 項 金 額

21 総 務 費 412,209

01 総 務 管 理 費 412,209

22 保 険 給 付 費 48,977,672

01 療 養 諸 費 43,127,225

02 高 額 療 養 費 5,517,264

03 出 産 育 児 費 218,510

04 葬 祭 費 50,960

06 移 送 費 310

07 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金 60,703

08 傷 病 手 当 金 2,700

24 共 同 事 業 拠 出 金 7 

01 共 同 事 業 拠 出 金 7 

25 保 健 事 業 費 900,240

02 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 900,240

26 職 員 費 720,495

01 職 員 費 720,495

27 諸 支 出 金 203,913

02 公 債 費 1 

03 償 還 金 及 還 付 加 算 金 203,912

32 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 31,124,940

01 医 療 給 付 費 分 21,321,180
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第 1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

21 国 民 健 康 保 険 料 25,097,233

01 国 民 健 康 保 険 料 25,097,233

22 一 部 負 担 金 4 

01 一 部 負 担 金 4 

23 使 用 料 及 手 数 料 75

01 手 数 料 75

26 都 支 出 金 49,076,219

02 都 補 助 金 49,076,219

27 繰 入 金 8,139,532

01 一 般 会 計 繰 入 金 8,139,532

28 繰 越 金 1 

01 繰 越 金 1 

29 諸 収 入 56,412

01 延 滞 金 加 算 金 及 過 料 20,004

02 特 別 区 預 金 利 子 1 

03 雑 入 36,407

歳 入 合 計 82,369,476

18

468,390

468,390

50,578,205

44,460,230

5,684,694

294,624

54,530

310

69,385

14,432

7

7

907,533

907,533

717,968

717,968

182,173

1

182,172

32,975,735

22,571,269

19



後 期 高 齢 者 医 療 会 計

21

（単位：千円）

款 項 金 額

02 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 6,613,437

03 介 護 納 付 金 分 3,190,323

34 予 備 費 30,000

01 予 備 費 30,000

歳 出 合 計 82,369,476

20

7,334,500

3,069,966

30,000

30,000

85,860,011

20

後 期 高 齢 者 医 療 会 計

21

（単位：千円）

款 項 金 額

02 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 6,613,437

03 介 護 納 付 金 分 3,190,323

34 予 備 費 30,000

01 予 備 費 30,000

歳 出 合 計 82,369,476

20 21



議 案 第 3 号

令和 4年度世田谷区後期高齢者医療会計予算

令和 4年度世田谷区後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の総額及び区分）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 23,380,268千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

令和 4年 2月 21日提出

世田谷区長 保 坂 展 人

23

議 案 第 3 号

令和 4年度世田谷区後期高齢者医療会計予算

令和 4年度世田谷区後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の総額及び区分）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 23,380,268千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

令和 4年 2月 21日提出

世田谷区長 保 坂 展 人

23

5

5 20

5

24,548,313
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（単位：千円）

歳 出

款 項 金 額

61 総 務 費 580,985

01 総 務 管 理 費 580,985

62 分 担 金 及 負 担 金 22,006,960

01 広 域 連 合 負 担 金 22,006,960

63 保 健 事 業 費 583,829

01 保 健 事 業 費 583,829

64 職 員 費 158,094

01 職 員 費 158,094

65 諸 支 出 金 20,400

01 償 還 金 及 還 付 加 算 金 20,400

66 予 備 費 30,000

01 予 備 費 30,000

歳 出 合 計 23,380,268

25

（単位：千円）

第 1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

61 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 13,685,201

01 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 13,685,201

62 使 用 料 及 手 数 料 30

01 手 数 料 30

63 繰 入 金 9,099,183

01 一 般 会 計 繰 入 金 9,099,183

64 繰 越 金 1 

01 繰 越 金 1 

65 諸 収 入 595,853

01 延 滞 金 加 算 金 及 過 料 5,000

02 償 還 金 及 還 付 加 算 金 20,400

03 特 別 区 預 金 利 子 1 

04 受 託 事 業 収 入 553,634

05 雑 入 16,818

歳 入 合 計 23,380,268

24

14,453,609

14,453,609

30

30

9,462,667

9,462,667

1

1

632,006

14,000

23,400

1

568,728

25,877

24,548,313

24

（単位：千円）

歳 出

款 項 金 額

61 総 務 費 580,985

01 総 務 管 理 費 580,985

62 分 担 金 及 負 担 金 22,006,960

01 広 域 連 合 負 担 金 22,006,960

63 保 健 事 業 費 583,829

01 保 健 事 業 費 583,829

64 職 員 費 158,094

01 職 員 費 158,094

65 諸 支 出 金 20,400

01 償 還 金 及 還 付 加 算 金 20,400

66 予 備 費 30,000

01 予 備 費 30,000

歳 出 合 計 23,380,268

25

（単位：千円）

第 1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

61 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 13,685,201

01 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 13,685,201

62 使 用 料 及 手 数 料 30

01 手 数 料 30

63 繰 入 金 9,099,183

01 一 般 会 計 繰 入 金 9,099,183

64 繰 越 金 1 

01 繰 越 金 1 

65 諸 収 入 595,853

01 延 滞 金 加 算 金 及 過 料 5,000

02 償 還 金 及 還 付 加 算 金 20,400

03 特 別 区 預 金 利 子 1 

04 受 託 事 業 収 入 553,634

05 雑 入 16,818

歳 入 合 計 23,380,268

24

521,837

521,837

23,172,510

23,172,510

626,503

626,503

174,063

174,063

23,400

23,400

30,000

30,000

24,548,313

25



介 護 保 険 事 業 会 計

27 

介 護 保 険 事 業 会 計 

27 27



議 案 第 4 号

令和 4年度世田谷区介護保険事業会計予算

令和 4年度世田谷区介護保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の総額及び区分）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 69,926,312千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

「総務費」、「保険給付費」及び「地域支援事業費」の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間とする。

令和 4年 2月 21日提出

世田谷区長 保 坂 展 人

29

議 案 第 4 号

令和 4年度世田谷区介護保険事業会計予算

令和 4年度世田谷区介護保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の総額及び区分）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 69,926,312千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

「総務費」、「保険給付費」及び「地域支援事業費」の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間とする。

令和 4年 2月 21日提出

世田谷区長 保 坂 展 人

29

5

5 20

5

72,852,211
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（単位：千円）

款 項 金 額

02 特 別 区 預 金 利 子 1 

04 雑 入 21,540

歳 入 合 計 69,926,312

31

（単位：千円）

第 1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

41 保 険 料 14,126,779

01 介 護 保 険 料 14,126,779

42 使 用 料 及 手 数 料 1 

01 手 数 料 1 

43 国 庫 支 出 金 15,162,827

01 国 庫 負 担 金 11,881,888

02 国 庫 補 助 金 3,280,939

44 支 払 基 金 交 付 金 18,261,854

01 支 払 基 金 交 付 金 18,261,854

45 都 支 出 金 9,787,443

01 都 負 担 金 9,468,558

03 都 補 助 金 318,885

46 財 産 収 入 16,501

01 財 産 運 用 収 入 16,501

48 繰 入 金 12,546,193

01 一 般 会 計 繰 入 金 10,623,097

02 基 金 繰 入 金 1,923,096

49 繰 越 金 2 

01 繰 越 金 2 

50 諸 収 入 24,712

01 延 滞 金 加 算 金 及 過 料 3,171

30

14,239,589

14,239,589

1

1

15,845,989

12,435,099

3,410,890

19,094,723

19,094,723

10,229,721

9,901,068

328,653

17,172

17,172

13,400,623

11,046,078

2,354,545

2

2

24,391

3,196

30

（単位：千円）

款 項 金 額

02 特 別 区 預 金 利 子 1 

04 雑 入 21,540

歳 入 合 計 69,926,312

31

（単位：千円）

第 1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

41 保 険 料 14,126,779

01 介 護 保 険 料 14,126,779

42 使 用 料 及 手 数 料 1 

01 手 数 料 1 

43 国 庫 支 出 金 15,162,827

01 国 庫 負 担 金 11,881,888

02 国 庫 補 助 金 3,280,939

44 支 払 基 金 交 付 金 18,261,854

01 支 払 基 金 交 付 金 18,261,854

45 都 支 出 金 9,787,443

01 都 負 担 金 9,468,558

03 都 補 助 金 318,885

46 財 産 収 入 16,501

01 財 産 運 用 収 入 16,501

48 繰 入 金 12,546,193

01 一 般 会 計 繰 入 金 10,623,097

02 基 金 繰 入 金 1,923,096

49 繰 越 金 2 

01 繰 越 金 2 

50 諸 収 入 24,712

01 延 滞 金 加 算 金 及 過 料 3,171

30

1

21,194

72,852,211

31



（単位：千円）

款 項 金 額

50 予 備 費 30,000

01 予 備 費 30,000

歳 出 合 計 69,926,312

33

（単位：千円）

歳 出

款 項 金 額

41 総 務 費 643,549

01 総 務 管 理 費 167,517

02 介 護 認 定 審 査 会 費 472,648

03 趣 旨 普 及 費 3,384

42 保 険 給 付 費 65,693,680

01 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 60,129,381

03 そ の 他 諸 費 77,005

04 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 2,606,000

06 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 1,661,891

07 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 750,403

09 高額医療合算介護サービス等費 469,000

45 基 金 積 立 金 227,467

01 基 金 積 立 金 227,467

46 職 員 費 750,401

01 職 員 費 750,401

48 諸 支 出 金 259,245

01 償 還 金 及 還 付 加 算 金 52,183

02 繰 出 金 207,062

49 地 域 支 援 事 業 費 2,321,970

02 包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 424,270

03 介護予防・日常生活支援総合事業費 1,897,700

32

660,720

164,761

491,646

4,313

68,726,667

63,772,697

81,482

2,211,348

1,617,959

647,926

395,255

17,172

17,172

760,579

760,579

266,266

51,431

214,835

2,390,807

441,535

1,949,272

32

（単位：千円）

款 項 金 額

50 予 備 費 30,000

01 予 備 費 30,000

歳 出 合 計 69,926,312

33

（単位：千円）

歳 出

款 項 金 額

41 総 務 費 643,549

01 総 務 管 理 費 167,517

02 介 護 認 定 審 査 会 費 472,648

03 趣 旨 普 及 費 3,384

42 保 険 給 付 費 65,693,680

01 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 60,129,381

03 そ の 他 諸 費 77,005

04 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 2,606,000

06 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 1,661,891

07 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 750,403

09 高額医療合算介護サービス等費 469,000

45 基 金 積 立 金 227,467

01 基 金 積 立 金 227,467

46 職 員 費 750,401

01 職 員 費 750,401

48 諸 支 出 金 259,245

01 償 還 金 及 還 付 加 算 金 52,183

02 繰 出 金 207,062

49 地 域 支 援 事 業 費 2,321,970

02 包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 424,270

03 介護予防・日常生活支援総合事業費 1,897,700

32

30,000

30,000

72,852,211

33



学 校 給 食 費 会 計

35

学 校 給 食 費 会 計

3535



議 案 第 5 号

令和 4年度世田谷区学校給食費会計予算

令和 4年度世田谷区学校給食費会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の総額及び区分）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,087,578千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

令和 4年 2月 21日提出

世田谷区長 保 坂 展 人

37

議 案 第 5 号

令和 4年度世田谷区学校給食費会計予算

令和 4年度世田谷区学校給食費会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の総額及び区分）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,087,578千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

令和 4年 2月 21日提出

世田谷区長 保 坂 展 人
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5 20

5

3,377,330
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令 和 4 年 度

世 田 谷 区 予 算 説 明 書

一 般 会 計

国民健康保険事業会計

後期高齢者医療会計

介 護 保 険 事 業 会 計

学 校 給 食 費 会 計

39

（単位：千円）

第 1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

71 給 食 費 3,051,355

01 給 食 費 3,051,355

72 繰 入 金 36,220

01 一 般 会 計 繰 入 金 36,220

73 繰 越 金 1 

01 繰 越 金 1 

74 諸 収 入 2 

01 特 別 区 預 金 利 子 1 

02 雑 入 1 

歳 入 合 計 3,087,578

歳 出

款 項 金 額

71 学 校 給 食 費 3,087,578

01 給 食 費 3,087,578

歳 出 合 計 3,087,578

38

382,286

382,286

2,995,041

2,995,041

1

1

2

1

1

3,377,330

3,377,330

3,377,330

3,377,330

38

（単位：千円）

第 1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

71 給 食 費 3,051,355

01 給 食 費 3,051,355

72 繰 入 金 36,220

01 一 般 会 計 繰 入 金 36,220

73 繰 越 金 1 

01 繰 越 金 1 

74 諸 収 入 2 

01 特 別 区 預 金 利 子 1 

02 雑 入 1 

歳 入 合 計 3,087,578

歳 出

款 項 金 額

71 学 校 給 食 費 3,087,578

01 給 食 費 3,087,578

歳 出 合 計 3,087,578
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